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田辺市農業委員会議事録 

令和６年１１月８日（金）午後２時 田辺市新庁舎 １階 多目的ホール１ 

農業委員数１９名 

出席者１８名 

１番 山崎 清弘  ２番 田中 輝勇  ３番 鈴木 一弘  ４番  中嶋 正行 

 ５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司  ７番 谷本 喜久  ８番 谷口 浩司 

９番 坂本 隆英 １０番 瀧川 裕司  １１番 岡 潔  １２番 玉置 伸  

１３番 上森 力  １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １７番 長嶝 博司 

１８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者 １６番 川井 洋之                    

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 松平忠敏 事務員 近藤祐斗 

会議録署名委員 １７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 

     

議    長   皆さんこんにちは、先日、西牟婁農業プロジェクト協議会に出席したんで

すけども、今年度の活動中間報告というのを、西牟婁振興局の担当から受

けました。その中で、南高梅の着花安定対策ということで、開花期の気象

条件等によって、作柄が左右されるので、徒長枝の発生を抑制して、結果

枝や花芽の充実を促進する、摘心栽培というのがあるんですけど、ご存じ

であると思うんですけど、そういうものとかの直乗せで南高梅の受粉樹と

なるセイシュウ、という品種なんですけども、その導入について、紀南農

協、梅研究者らと一緒に推進していくという、そういう報告がありました。

南高の受粉樹としては、以前はエヌケイというのがあるんですけども、今

はセイシュウで、エヌケイより若干玉が大きいということで、私のところ

にももうすぐ苗が入るんですけども、受粉樹にしていこうと、推奨してい

くらしいです。玉も大きいんですけども、黒星病にも強い、そういうこと

も聞いております。ただ、干し梅については、エヌケイとかセイシュウと

いうのは、一緒に混ぜても南高梅で問題がないらしいですが、手取りで、

青梅で出す場合は、雑梅になるらしいです。皆さんご存じかもしれません

が、私は分からなかったので、一度お知らせしておこうかと思ったんです

けども、そういうことで注意が必要かと思います。その他、ヒメヨコバイ

が収穫後に、私のところでも大量発生しているんですけども、葉の養分を

吸われて黄色くなっている木とか、すでに落葉している木については、来

年の成りに少し影響があるんではないかという風にも話しておりました。

今後、異常気象というのが作物にどういう影響を及ぼすのか、不安になっ

たしだいです。それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告と、

田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定

についての申し出がありますので、併せて事務局の説明をお願いします。 

農振課 山﨑   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、１，６２０㎡、他１筆、合計２，６６

２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意

解約をした日は令和６年１０月９日です。２番、○○○字○○○○、畑、

６８０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借



2 
 

の合意解約をした日は令和６年９月３０日です。３番、○○○字○○○○、

田、１，９１６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の合意解約をした日は令和６年１０月８日です。続きまして、田

辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権設定につ

いて説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、１，１５７

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は令和６年１２月１日から令和７年１１月３０日の更新です。２

番、○○○字○○○○、畑、２，９８９㎡の内３００㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の花卉、年間１２，０００

円、持参払い、期間は令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日の

新規です。３番、○○○字○○○○、畑、１３，４５３㎡の内４，５００

㎡、他１筆、合計５，９６３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年１２月１日から令和９年

１１月３０日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑、６８０㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は令和６年１２月１日から令和１２年１１月３０日の新規です。５番、○

○○字○○○○、畑、１，５３０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手

は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年１２月１日から令和

２６年１１月３０日の新規です。６番、○○○字○○○○、田、６８３㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借のブルー

ベリー、年間１４，０００円、口座払い、期間は令和６年１２月１日から

令和７年１１月３０日の新規です。７番、○○○字○○○○、田、１，１

９１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の野菜、期間は令和６年１２月１日から令和９年１１月３０日の新規で

す。８番、○○○字○○○○、田、７１１㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜・花卉、期間は令和６年１２

月１日から令和１１年１１月３０日の新規です。９番、○○○字○○○○、

田、４１４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の麦、期間は令和６年１２月１日から令和７年１１月３０日の新

規です。１０番、○○○字○○○○、畑、９８１㎡、他３筆、合計５，７

７８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の梅・柑橘、期間は令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日の

新規です。１１番、○○○字○○○○、田、５５２㎡、他１筆、合計８８

５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の水稲・野菜、期間は令和６年１２月１日から令和９年１１月３０日の新

規です。１２番、○○○字○○○○、田、６５２㎡、他１筆、合計１，３

９８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の水稲、期間は令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日の新規

です。合計１２件、１８筆、２０，６９０㎡、貸し手１１名、借り手３名

です。ご審議をよろしくお願いいたします。続きまして、利用権の変更に

ついて説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、１４，０

４７㎡の内１，６６９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、
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○○○○、賃貸借の水稲、年間１，５００円、持参払い、期間は令和２年

１２月１日から令和１２年１２月３１日の新規でしたが、経営継承の為、

貸し手を○○○、○○○○から○○○、○○○○に、借り手を○○○、○

○○○から○○○、○○○○に変更となります。２番、○○○字○○○○、

畑、２，０５６㎡、他２筆、合計４，５６２㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和４年４月１日

から令和１４年３月３１日の更新でしたが、相続の為、貸し手を○○○、

○○○○から○○○、○○○○に変更となります。以上変更２件、ご審議

をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、合意解約についてご意見ご質問

ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   はい、それでは報告とさせていただきます。続きまして、利用権の設定に

ついて逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので特に異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、４番、５番、６番について、異議ございません。 

議    長   はい、７番、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番について、○○○○で農業を行われている方

です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○の畑なんですけども、借り手の○○さんは１年

間麦を栽培したいということです。何ら問題ないと思います。異議ござい

ません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。特に異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、変更の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。経営移譲のための変更であり、異議ございません。 

議    長   はい、変更の２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。記載にあるように相続のための変更ですので、異議ござ

いません。 

議    長   はい、以上１４件、異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、基盤法に係る議

案は終了いたしました。山﨑君、ありがとうございました。 
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         （農振課 山﨑退席） 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、

１６番川井洋之委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録

署名委員に、１７番長嶝博司委員さん、１８番松本平男委員さんよろしく

お願いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請につい

て、議案第２号農地法第５条申請について、議案第３号農地法第２条の規

定による農地でない旨の証明願について、議案第４号農地等売渡あっせん

申出について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号

農地法施行規則第２９条第１項第１号による届出について、を上程させて

いただきます。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の

説明をお願いします。 

近藤 事務員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は２１４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、売買です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１，０６１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、売買です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は５０４㎡、他１筆、合計１，２３６㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５３

４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、あっせん

による売買です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１，１５７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は５５９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２６７㎡、他１３筆、合計３，

６８６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が

休耕畑、面積は１８９㎡、他５筆、合計１，２８３㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。９番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１２８㎡、譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１０番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１８

４㎡、他１筆、合計３３４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、贈与です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１９㎡、他４筆、合計９４９㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。以上１１件に

ついて書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、

農地法第３条第２項の許可できない要件には該当していませんので、許可

の要件を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申し

あげます。 
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議    長   はい、ありがとうございます。それでは、第３条申請の逐条審議をお願い

しますが、○○委員さんに係る案件がございますので、６番を除いて逐条

審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。近所の同級生同士の売買で、○○さんの畑が、○○さん

の畑に隣接していることです。異議ございません。２番についても、異議

ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんによる売買です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番、１１番について、異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１０件、異議なしとのことでございま

す。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。では、○○委員退席願い

ます。 

（○○委員退席） 

議    長   それでは、６番について逐条審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人の○○さんは、営農規模を縮小したいと考えてい

たようで、隣接している○○さんに耕作していただきたいという話があっ

たとのことです。異議ございません。 

議    長   はい、６番について異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。では、○○委員着席願い

ます。 

（○○委員着席） 

議    長   続きまして、議案第２号農地法第５条申請について、事務局の説明をお願

いします。 

松平  係長   ５ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は２，

０８６㎡、他１筆、合計２，７０１㎡、続きまして、土地の所在は○○○、

○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は８７５㎡、他１筆、

合計１，３１１㎡、もう一箇所ありまして、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１，１９４㎡、他２筆、合
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計２，１８０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は○○○○外１筆が、太陽光発電施設、２，７０１㎡、

４９．５㎾、パネル３１４枚、○○○○外１筆が、太陽光発電施設、８７

５㎡、４９．５㎾、パネル８０枚、資材置場４３６㎡、合計１，３１１㎡、

○○○○外２筆が、太陽光発電施設、２，１８０㎡、４９．５㎾、パネル

２２２枚、着工日、工事期間は許可日より７ヶ月以内、農用地の内外は令

和５年１０月２０日抜きとなっています。隣接同意は有り一部無で、経過

書が添付されています。内容についてですが、９月５日頃に○○○○様宅

を訪問しましたが、実際には○○様本人は登記の住所にはおられず、○○

○○在住とのことでしたが、○○○○の農地の管理はご家族がされている

とのことで、ご説明させていただきましたが、家の前にソーラーは困ると

のことで反対であった。翌週１０日頃再度訪問し、○○様から連絡するよ

う取り計らうとのことで、ご連絡を待っておりましたが、連絡はなく、翌

週の１８日頃、再度お伺いし、電話番号をいただきコンタクトが取れまし

た。ご意見としては、家族の者から計画は聞いており、計画は把握してい

るが、現在居住している家族の意見と同じく家の前にソーラーは反対との

ことでした。その際、後日計画書などを○○○○にお持ちして説明させて

いただけないかとの申し出をしたが、内容は把握しており、来て説明して

もらっても同じとのことでした。○○○○様については、９月５日頃○○

様宅を訪問させていただき、すぐには回答できないが同意できないと思う

という旨のご意見をいただきました。翌週、１０日頃お電話をいただき、

同意ができない旨の意思をいただきました。その時に反対の理由を文書に

したので取りにくるようにとのことでしたので、後日伺いました。内容は

①管理面で不安があること。②土地の造成はどうするのか反射や排水につ

いて。③事故などが発生したときに不安であること。④積雪や台風での事

故について。⑤ハザードマップにかかっているのではないかという指摘。

があり、これらに対して翌週１８日頃各質問の回答をお持ちしました。そ

の後、本人様が時間の関係で私への連絡が困難なためと思われますが、代

理人を名乗る方から連絡があり、「○○様は太陽光は反対だが、本当にやる

御予定か？」という連絡があり、再度説明もさせていただきました。その

際、当該代理の方より、また何かあれば連絡させてもらうとのことだった

ので、申請書の提出予定の日まで待ちましたが、ご連絡はいただけており

ません。○○○○様についてですが、８月中旬頃お伺いしてご説明ののち、

ご同意の印鑑をいただきましたが、その後同意を取り消したいという旨の

話があり、お電話にてお話をうかがいましたところ、ＴＶなどで太陽光の

事故を見ているうちに本地がハザードマップに一部かかっているため、怖

くなって同意を取り消したいとの申し出がありました。とのことです。水

利同意は不要です。この土地は過疎化の山村区域にある小集落の農地で第

２種農地です。以上１件につきまして、申請書、添付書類を審査しました

ところ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しないと判断しま

す。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見
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を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。先日、１１月６日に現地調査に行ってまいりました。○

○委員さんと事務局とで、５条申請１件、２条証明１件の合計２件を調査

してまいりました。それでは、５条申請について報告させていただきます。

ここは２ヶ所に分かれていますので、それぞれ説明します。１番、申請場

所は○○○○より北へ約５００ｍの位置で、現況は休耕田です。隣接状況

及び周囲への影響については、東側が田が２筆、同意がありません。と里

道です。西側が畑、同意あり。と山林。南側が山林、北側が田、同意あり。

と水路でございます。水利同意は不要です。同意なしの理由等については、

事務局の説明のとおりです。転用理由、選定理由は、譲渡人は相続により

取得したが、居住地から遠く、管理が困難となっていたところ、この度、

譲受人からの要望もあり、太陽光発電施設用地として転用するものです。

転用内容は、太陽光発電施設、パネル３１４枚、４９．５ｋｗ発電設備と、

パネル８０枚、４９．５ｋｗ発電設備の合計２基設置、太陽光発電に係る

資材置場とするとのことです。切土盛土はありません。排水等については、

雨水は自然浸透とするとのことです。続いてもう一か所です。申請場所は

○○○○より北へ約５００ｍの位置で、現況は休耕畑です。隣接状況及び

周囲への影響については、東側が田、同意あり。と畑２筆、それぞれ同意

ありと同意なしです。西側が山林と雑種地と里道。南側が山林。北側が畑、

同意あり。と公衆用道路と里道でございます。水利同意は不要です。同意

なしの理由等については、事務局の説明のとおりです。転用理由、選定理

由は、先ほどと同様です。転用内容は、太陽光発電施設、パネル２２２枚、

４９．５ｋｗ発電設備です。切土盛土はありません。排水等については、

雨水は自然浸透とするとのことです。特に問題ないと思われます。以上で

す。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。地元の方の何人かから、太陽光発電の設置について、反

対意見が出ております。しかし、先ほどの現地調査委員の報告と同じく、

周辺農地の営農に支障が出るような点は見当たりませんでした。よって、

致し方なしというところでございます。異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請１件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明を

お願いします。 

松平  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が雑種地、面積は３４６㎡、申請人は○○○、○○○

○です。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 
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○○番 委員   ○○番○○です。２条申請について、報告させていただきます。申請場所

は○○○○より東へ約３００ｍにあり、現況は雑種地です。隣接状況及び

周囲への影響については、東側が市道、西側が宅地、南側が宅地と市道、

北側が宅地となっています。非農地となった経緯、理由について、申請地

は、シキミやサカキの優良苗木を選別栽培する試験園地として開設されま

したが、平成２１年の閉園以降は活用されず、現在に至っていますという

ことです。近隣住民及び地元農業委員の証明もあり、特に問題ないと思い

ます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件、

異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょ

うか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号農地

等売渡あっせん申出について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ７ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は１，６２０㎡、他１筆、合計２，６６２㎡、

作物はみかん、１０アール当たりの収穫量は○○○○が２，０００㎏、○

○○○が４００㎏です。希望価格は２２０万円、所有者は○○○、○○○

○です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

畑、面積は２，０２０㎡、作物は梅、１０アール当たりの収穫量は１，１

００㎏です。希望価格は１２０万円、所有者は○○○、○○○○です。３

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

１，７６３㎡、作物は梅、１０アール当たりの収穫量は４，９００㎏です。

希望価格は１００万円、所有者は○○○、○○○○です。４番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，６５３㎡、

他２筆、合計５，２１９㎡、作物は梅、１０アール当たりの収穫量は１，

５００㎏です。希望価格は１５０万円、所有者は○○○、○○○○です。

以上４件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、地元委員さんの状況説明をお願

いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○さんは高齢の方で、旦那さんもすでに亡くなられて

おり、自分自身は畑仕事を続けられない。子供さんはおられますが、農業

の後継者ではないので、この際、早く処分をしておきたいということであ

っせんの申し出がありました。この２筆については、隣接しており一体と

して作付けしておりまして、一筆は平地で、もう一筆は緩やかな傾斜で、

現在は、古木もあるんですけども、植替え中のところもあります。以上で

す。はい、２番と３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番の案件ですけども、○○さんも高齢で、子供さんも

おられるんですがサラリーマンということで、耕作されないので誰か買っ

ていただきたいということで申し出がありました。３番の○○さんも、後
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継者がおりませんので買っていただきたいということです。２番と３番の

農地は隣り合わせの、○○○○というところのパイロットです。○○○○

も来ております。スプリンクラー設備もございます。以上です。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。畑の場所は、○○○○の○○○○から南側を見ますと山

並があるんですけども、尾根が○○○○との境目になりますが、尾根の北

側、○○○○向きの方の畑になります。スプリンクラーは設置されており

ます。○○さんは、お子さんはいらっしゃいますが、農業の後継者ではあ

りませんので、ある程度畑を処分していきたいということで、あっせんの

申し出を受けた次第です。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは議案第４号農地等売渡あっせん申

出４件につきまして、あっせんすることにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   ないようですのであっせんすることに致します。それではあっせん委員さ

んを私の方から指名させてもらってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは１番は○○○○の案件ですので、地元の○○委員さん、○○委員

さん、○○委員さんの３名にお願いします。２番と３番は○○○○の案件

ですので、地元の○○委員さん、○○委員さん、○○委員さんの３名にお

願いします。４番は○○○○の案件ですので、地元の○○委員さん、○○

委員さん、○○委員さんの３名にお願いします。以上、あっせんについて、

委員さん方大変ご苦労ですが、よろしくお願いします。続きまして、報告

第１号農地等売渡あっせん成立について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ９ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は９７６㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受

人は○○○、○○○○、成立日は令和６年１０月１６日、価格は６０万円

です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員です。

以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それではあっせんの顛末について報告をお

願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０月１６日午後１時から、○○○○に、売渡人の砂野

さん、譲受人の○○さん、○○委員、○○委員と私が集まり、あっせんを

行いました。買受人の○○さんは認定農業者であり、今後この農地をきち

んと管理していただけるものと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので農地等売渡あっせん成立の報告とさせていただきます。  

続きまして、報告第２号農地法施行規則第２９条第１項第１号による届出

について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が田、現況が雑種地、面積は７３㎡、届出人は○○○、○○○○、
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使用目的及び規模は農業用倉庫２棟、１８㎡、転用面積７３㎡です。以上

１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。それではその他の案件でご

ざいます。１０月の県の農業会議に提出致しました４条申請１件と、５条

申請３件が無事答申されましたことご報告申し上げます。予定しておりま

した案件すべて終了しましたが、皆さん方から、何かございませんか。無

ければ、事務局から報告があればお願いします。長時間に亘り慎重にご審

議いただきまして有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

午後４時００分終了 


